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○関東地方環境事務所（無害化認定等審査業務補助員）の募集について

１．勤務先及び募集人数

勤務先 関東地方環境事務所

330-6018 11-2〒 埼玉県さいたま市中央区新都心

明治安田生命さいたま新都心ﾋﾞﾙ 階18

募集人数 １名

２．職務内容

関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課課長補佐が行う業務のうち、以下の業

務を補佐する。

（１） 廃棄物処理法に基づく広域認定等の申請に係る審査及び廃棄物の輸出の確認、輸

入の許可に係る審査

（２） 上記（１）に係る事前審査、事業者・関係自治体・本省との連絡調整

（３） 廃棄物処理法に基づく広域認定等に係る立入検査等

（４） 廃棄物等の輸出入に関する事前相談

（５） 廃棄物等の不法輸出入案件に関する情報収集、資料作成、関係者との連絡調整等

（６） その他上記に関連する業務

※職務上必要な場合に限り指定する公用車を運転することができる。

３．募集条件

地方自治体等において、廃棄物処理施設や廃棄物処理業の許可に関する審査業務経験

を有すること。

パソコン（エクセル・ワード・一太郎）操作に長けていること。

なお、以下に該当する方は応募できませんのでご了承下さい。

● 日本国籍を有しない者

● 成年被後見人、被保佐人

● 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくな

るまでの者

● 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者

● 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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４．任用予定期間

平成２７年１１月１日～平成２８年３月３１日

○ 原則として採用後１ヶ月間は条件付採用期間となります。

○ 勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再雇用されることもあります。但し、

最長で通算２年５ヶ月までです。

５．勤務時間

８時３０分～１７時１５分

（昼休み １２時００分～１３時００分）

必要に応じて超過勤務を命じることがあります。

６．勤務日

週５日（完全週休２日（土・日）制、祝祭日休み）

７．給与

日給を月末締めで翌月１６日支給

学歴・職歴を考慮の上給与を決定。日給９，９８０円。

その他賞与、通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当を支給（当方規定によ

る）

８．加入保険等

雇用保険、健康保険、厚生年金等

９．身分・服務

国家公務員法の適用を受けます。

１０．応募方法

履歴書（写真貼付 、職務経歴書、ハローワーク紹介状及び返信用封筒（相応の切手）

を貼付）を平成２７年１０月２０日（火） 時必着で下記宛先まで郵送して下さい。17

書類選考の上、合格者には、面接日時等を電話でご連絡いたします。不合格者には書

面にて通知いたします。
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１１．書類送付先

関東地方環境事務所 総務課 槌屋宛

330-6018 11-2〒 埼玉県さいたま市中央区新都心

明治安田生命さいたま新都心ﾋﾞﾙ 階18

１２．お問い合わせ先

関東地方環境事務所 総務課 槌屋

℡０４８－６００－０５１６


